
 

件  名  

教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令について 

 

提案理由  

 教育局等の職員の勤務時間に関する規程について、別紙のとおり一部を改正し

たいので審議願います。 

 

概  要  

１ 現行訓令の内容 

  県教育局及び県立教育機関（県立学校を除く。）に勤務する職員の勤務時間に

ついて必要な事項を定めるもの。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 職務の特殊性その他の理由により、職員の申告を考慮して勤務時間を割り

振る制度（フレックスタイム制）の対象から除かれている職員について、フ

レックスタイム制の例により、週休日のほか勤務時間を割り振らない日を設

け、又は勤務時間を割り振ることができるようにする。 

第８２号議案 

（総務課） 
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⑵ フレックスタイム制の例により勤務時間を割り振る場合において、フレッ

クスタイム制の対象となる職員と同様に休憩時間の短縮や休憩時間の開始時

刻の変更をすることができるようにする。 

⑶ その他規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和７年１２月１日 
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教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令の概要

職務の特殊性その他の理由により、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度（フレックスタイム制）の対
象から除かれている職員について、一定の要件を満たす場合、フレックスタイム制の例により、週休日のほかに
勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ることができるようにする。

内 容内 容

(1)フレックスタイム制の対象から除かれている職員に対する勤務時間の割振りの拡充(1)フレックスタイム制の対象から除かれている職員に対する勤務時間の割振りの拡充

単位期間を1週間で選択した場合

＜勤務時間の割振り変更の例＞

【要件】
・勤務時間が８時３０分～１７時１５分の７時間４５分
・週休日が日曜日及び土曜日
・休憩時間が１２時～１３時の１時間

【対象者】
変則勤務の課所館職員
例：図書館、博物館、美術館、げんきプラザ等に勤務

する職員
※ フレックスタイム制の対象外となっている職員

(２)休憩時間の短縮及び休憩時間の開始時刻の変更(２)休憩時間の短縮及び休憩時間の開始時刻の変更

（１）により勤務時間を割り振る場合において、１２時から１３時まで１時間付与される休憩時間の短縮や休憩時
間の開始時刻の変更を可能とする。

(３)その他規定の整備(３)その他規定の整備

（１）及び（２）の規定改正に伴う文言の整理

申告に基づき
休憩時間を変更
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 教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令 新旧対照表                       （傍線部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

教育局等の職員の勤務時間に関する規程 教育局等の職員の勤務時間に関する規程 

  

（勤務時間の割振り及び休憩時間） （勤務時間の割振り及び休憩時間） 

第一条 埼玉県教育委員会の任命に係る県教育局及び県立教育機関（県立学

校を除く。）の職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用され

た職員で同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める

もの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」

という。）第十八条第一項の規定により採用された職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）を除く。第二条第八項を除き、以下同じ。）の

勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、午

後零時から一時間は休憩時間とする。 

第一条 埼玉県教育委員会の任命に係る県教育局及び県立教育機関（県立学

校を除く。）の職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用され

た職員で同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める

もの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」

という。）第十八条第一項の規定により採用された職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）を除く。第二条第五項を除き、以下同じ。）の

勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、午

後零時から一時間は休憩時間とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

第一条の二 （略） 第一条の二 （略） 

  

 （勤務時間の割振り等の特例） 

第二条 （略） 

２ 所属長は、前項の規定の適用を受ける職員の一週間ごとの期間における

勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間について、次の各号の

いずれにも該当する場合には、条例第三条第三項の規定の例により、職員

の申告を経て、第三号の週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らな

い日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 

一 勤務時間について、一日につき七時間四十五分であること。 

二 勤務時間の割振りについて、第一条第一項に規定する勤務時間である

こと。 

三 週休日について、日曜日及び土曜日であること。 

四 休憩時間について、第一条第一項に規定する休憩時間であること。 

３ 所属長は、前項に規定する場合において、第一条第三項又は第一条の二

第四項の規定の例により、当該職員の休憩時間を午後零時から四十五分間

とすることができる。 

 （勤務時間の割振り等の特例） 

第二条 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改 正 案 現   行 

４ 所属長は、第二項に規定する場合において、第一条第五項又は第一条の

二第五項の規定の例により、当該職員の休憩時間の開始時刻を変更するこ

とができる。 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

（新設） 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

  

第二条の二・第三条 （略） 第二条の二・第三条 （略） 

  

   附 則    附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 教育長の指定する職員の勤務時間及び休憩時間については、当分の間、

第一条及び別表の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

４ 教育長の指定する職員の勤務時間及び休憩時間については、当分の間、

第一条の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

５ 育児又は介護を行う職員のうち、教育長の指定するものの勤務時間につ

いては、第一条及び別表の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

５ 育児又は介護を行う職員のうち、教育長の指定するものの勤務時間につ

いては、第一条の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

６ （略） ６ （略） 

７ 障害のある職員のうち、教育長の指定するものの勤務時間及び休憩時間

については、第一条及び別表の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

７ 障害のある職員のうち、教育長の指定するものの勤務時間及び休憩時間

については、第一条及び別表（休憩時間に係る部分に限る。）の規定にか

かわらず、教育長が別に定める。 

８ 在宅勤務（職員の住居等における勤務をいう。）を行う職員のうち、教

育長の指定するものの勤務時間及び休憩時間については、第一条及び別表

の規定にかかわらず、教育長が別に定める。 

８ 在宅勤務（職員の住居等における勤務をいう。）を行う職員のうち、教

育長の指定するものの勤務時間及び休憩時間については、第一条及び別表

（休憩時間に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、教育長が別に定め

る。 

  

別表 （略） 別表 （略） 
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す
る
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程
の
一
部
を
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正
す
る
訓
令 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
第
五
項
を
第
八
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

２ 

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時

間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
に
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
第
三

号
の
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員

の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
で
あ
る
こ
と
。 

二 

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
あ
る
こ
と
。 

三 

週
休
日
に
つ
い
て
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
で
あ
る
こ
と
。 

四 

休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

所
属
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
三
項
又
は
第
一
条
の
二
第
四
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

所
属
長
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
項
又
は
第
一
条
の
二
第
五

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
の
開
始
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
別
表
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
（
休
憩
時
間
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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